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１ 江南市総合計画市民会議の開催状況 

 

年 度 月 日 項  目 

令和５年度 

11月24日 

～12月26日 

【分科会】 

・前期基本計画の進捗状況について 

・後期基本計画（分野別計画）（案）について 

○第１分科会〔まちづくり分野・しごとづくり分野〕 

（１１/２４、１２/１、１２/２２） 

○第２分科会〔ひとづくり分野・ちいきづくり分野〕 

（１１/２９、１２/８、１２/２２） 

○第３分科会〔行政分野〕 

（１２/１、１２/２２、１２/２６） 

１月 1１日、 

24 日  

【全体会議】 

・後期基本計画（案）について 

令和６年度 

12 月 23 日、 

26 日  

【分科会】 

・第６次江南市総合計画達成状況報告書（案）について 

○第１分科会〔まちづくり分野・しごとづくり分野〕 

（１２/２３） 

○第２分科会〔ひとづくり分野・ちいきづくり分野〕 

（１２/２６） 

○第３分科会〔行政分野〕 

（１２/２６） 

１月 30 日 
【全体会議】 

・第６次江南市総合計画達成状況報告書（案）について 
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２ 江南市総合計画市民会議設置要綱 

 

江南市総合計画市民会議設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 市民と市役所がまちづくりに関する共通認識を持ち、これからの人口減少社会に対応し

たまちづくり、地域社会の実現のための指針となる第６次江南市総合計画（以下「計画」という。）

を協働で策定するため、江南市総合計画市民会議（以下「市民会議」という。）を置く。 

 （組織） 

第２条 市民会議は、全体会議及び分科会により構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）令和５年４月１日現在において満１８歳以上の者で、市内に在住、在勤又は在学している

者であって公募に応じた者 

（２）各種団体の代表者 

（３）江南市総合計画策定部会の部会長及び副部会長 

３ 委員の任期は、委嘱の日から令和７年３月３１日までとする。 

 （全体会議） 

第３条 全体会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）計画の基本構想について審議すること 

（２）その他市長が必要と認める事項 

２ 全体会議は次に掲げる者をもって組織し、定員を１１人以内とする。 

（１）次条に定める各分科会の会長及び副会長 

（２）江南市総合計画策定部会の部会長 

３ 全体会議に議長及び副議長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

４ 議長は、全体会議を代表し、会務を総理する。 

５ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （分科会） 

第４条 分科会は次のとおり構成し、各分科会の定員を１０人以内とする。 

（１）第１分科会（まちづくり分野、しごとづくり分野） 

（２）第２分科会（ひとづくり分野、ちいきづくり分野） 

（３）第３分科会（行政分野） 

  

２ 分科会は、第２条第２項の市民会議の委員で組織する。 

３ 分科会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）計画の基本計画について審議すること 

（２）その他市長が必要と認める事項 

４ 各分科会に会長及び副会長を各１人置き、委員の互選により選出する。 

５ 会長は、分科会を総理し、会議の議長となる。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（庶務） 

第５条 市民会議の庶務は、企画部企画課において処理する。 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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３ 江南市総合計画市民会議の構成（委員名簿） 

♦第１分科会（まちづくり分野・しごとづくり分野） 

♦第２分科会（ひとづくり分野・ちいきづくり分野） 

 

氏  名 役 職 名 等 区  分 

 古池 勝英 公募市民 

公募市民 ○ 早川 美紀 公募市民 

 平原 久世 公募市民 

 大野 真司 江南商工会議所中小企業相談所所長 
各種団体 

代表者 
◎ 加藤 幸治 江南市都市計画審議会会長 

 齋藤 誠 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会北尾張支部幹事 

 

鵜飼 篤市 

（～R6.3） 
江南市総合計画策定部会（まちづくり分野）部会長 

市職員 

石川 晶崇 

（R6.4～） 

 相京 政樹 江南市総合計画策定部会（まちづくり分野）副部会長 

  

石川 晶崇 

（～R6.3） 
江南市総合計画策定部会（しごとづくり分野）部会長 

田中 元規 

（R6.4～） 

  夫馬 靖幸 江南市総合計画策定部会（しごとづくり分野）副部会長 

氏  名 役 職 名 等 区  分 

 大野 陽奈子 公募市民 

公募市民 ○ 髙田 朝子 公募市民 

 安田 裕子 公募市民 

 鈴木 秀明 江南市社会福祉協議会 

各種団体 

代表者 

 人見 浩司 名古屋経済大学経済学部特任教授 

◎ 

松尾 昌之 

（～R6.3） 
江南市子ども・子育て会議会長 

沓名 珠子 

（R6.10～） 
江南市子ども・子育て会議副会長 

 茶原 健二 江南市総合計画策定部会（ひとづくり分野）部会長 

市職員 

  間宮 徹 江南市総合計画策定部会（ひとづくり分野）副部会長 

  

花木 康裕 

（～R6.3） 
江南市総合計画策定部会（ちいきづくり分野）部会長 

杉本 恭伸 

（R6.4～） 

  

平野 優子 

（～R6.3） 
江南市総合計画策定部会（ちいきづくり分野）副部会長 

栗本 真由美 

（R6.4～） 
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♦第３分科会（行政分野） 

敬称略 

は会長、 は副会長 

公募市民・各種団体代表者については、それぞれ五十音順 

氏  名 役 職 名 等 区  分 

 谷口 郁子 公募市民 

公募市民 ○ 中村 健一 公募市民 

 早瀬 裕子 公募市民 

 土肥 浩子 有限会社尾北ホームニュース編集チーフ 
各種団体 

代表者 
◎ 𠮷田 勝好 スターキャット株式会社 

 渡邉 葉月 江南金融協会（愛知銀行江南支店） 

 今枝 直之 江南市総合計画策定部会（行政分野）部会長 

市職員 
 

矢橋 尚子 

（～R6.3） 
江南市総合計画策定部会（行政分野）副部会長 

梶田 博志 

（R6.4～） 
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４ 達成率の算出方法・達成状況の判定基準 

・満足度平均値の求め方   

（１）指標の達成率 

算　出　方　法

① 目標値が上昇していく指標

② 目標値が減少していく指標

③
目標値が上昇していく指標
【目標値の表示が↑】

④
目標値が減少していく指標
【目標値の表示が↓】

（小数点以下第2位四捨五入）

区　　　　分

実 績 値

目 標 値
×100（％）

目 標 値

実 績 値
×100（％）

実 績 値

基 準 値
×100（％）

基 準 値

実 績 値
×100（％）

 

（２）指標の達成状況 

区 分 判　定　の　基　準

☀ 達成率が90％以上

☁ 達成率が70％以上90％未満

☂ 達成率が70％未満

 
 

（３）満足度平均値の求め方 

◆現状の満足度の平均値の求め方 
「満足している」  ：＋２点×｢満足している｣の回答数 
「一応満足している」 ：＋１点×｢一応満足している｣の回答数 
「どちらとも言えない」 ： ０点×｢どちらとも言えない｣の回答数 
「やや不満足である」 ：－１点×｢やや不満足である｣の回答数 
「不満足である」  ：－２点×｢不満足である｣の回答数 

 

 

平均値 
＝点数の総合計を 
総回答数（無回答を
除く）で割る 



 

 

  

 

第６次江南市総合計画達成状況報告書 
前期基本計画期間（平成30年度～令和５年度） 

 

令和７年２月発行   

 

       江南市総合計画市民会議 
              

         事務局 江南市役所 企画部企画課 

             483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90番地 

             電話 （0587）54-1111㈹ 


